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政策体系番号：Ⅶ-１-２ 

平成２３年度 総合評価書 
「ワークライフバランス推進、超過勤務の縮減、男性職員の
育児休業取得の促進、献血の推進」 

平成 2３年９月 

大臣官房人事課（小川誠課長）［主担当］ 

医薬食品局血液対策課（三宅智課長） 

１． 政策体系との関連 
厚生労働省では、基本目標＞施策大目標＞施策中目標＞施策小目標を設定して政策を実施してい

ます。本施策は施策中目標に当たり、政策の体系上の位置付けは次のとおりです。 

 

【政策体系（図）】  

基本目標Ⅶ 省内から

「奢り」を一掃し、国民

と真摯に向き合う 

施
策
大
目
標 

分
野 

１ 

国
民
と
の
対
話 

情
報
の
発
信 

 

施策中目標 

１ 国民に伝わるように情報を発信するとともに、「国民の声」に耳を傾け、改善へ活か

す。また、現状を把握し改善に結び付ける取組の状況を示す指標の開発を図る。 

２ 厚生労働省が推進する施策を厚生労働省内で自ら実践する。（ワークライフバランス

の推進、超過勤務の縮減、男性職員の育児休業取得の促進、献血の推進等） 

【政策体系（文章）】 

基本目標Ⅶ 省内から「奢り」を一掃し、国民と真摯に向き合う 

施策大目標Ⅶ１ 「国民の声」に真摯に耳を傾け、対応を図るとともに、国民との対話

に向けて、情報をわかりやすく発信する 

施策中目標１ 厚生労働省が推進する施策を厚生労働省内で自ら実践する。（ワーク

ライフバランスの推進、超過勤務の縮減、男性職員の育児休業取得の

促進、献血の推進等） 
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（１）「職場の子育て応援プログラム」等にかかる取組 

「職場の子育て応援プログラム」（次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 19

条に基づく「厚生労働省特定事業主行動計画」）（計画期間：平成 22 年度から平成 26 年度）を策

定しました。平成 22 年度より、毎月 19 日に、子育てメールマガジンを配信し、男性職員の育児休

業、年次休暇の取得を呼びかけています。また、休暇促進を促進するため、従来から実施していた

「休暇作戦２PER１（ﾂｰ･ﾊﾟｰ･ﾜﾝ）に加え、平成 22 年 2 月より、「指定休暇（１年間のうち希望する

年次休暇の取得予定日を事前に６日指定する。）」及び「節目休暇（５年ごとに１週間以上の休暇、

休日を取得するもの。）」を定めて計画的に運用しています。超過勤務の縮減については、「育児

（１９時）に帰ろうマイホーム」を合い言葉とし、メールや省内放送により、早期退庁を促すとと

もに、月 2 回の「課室内消灯日」や一斉消灯（月、火、木曜日は午後 10 時、水、金曜日は午後 8 時

及び午後１0 時）の取組を行っています。 

                                          

「職場の子育て応援プログラム」数値目標（平成２２年度～平成２６年度） 平成２２年度実績 

（速報値） 

平成２１年度実績 

父親となる本人の７日以上の休暇取得率  ９０％以上 

（出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）前の日から産後８週間までに）  

     ４５．３％ 

(参考データ) 

５日以上の休暇取得率 

     ６３．４％ 

    １４．７％（注） 

 

男性職員の育児休業取得率          １０％以上 ８．５％ ３．１％ 

職員一人当たりの年次休暇取得日数     １６日       １３．３日     １２．６日 

（注）子どもの出生時における父親の５日間以上の連続休暇の取得率（数値目標は５０％）を計上。 

 

献血の推進については、毎年、７月の「愛の血液助け合い運動」月間と１月、２月の「はたちの

献血」キャンペーン月間の一環として、省内において献血を実施しています。職員に対しては、事

前にキャンペーンポスターと献血実施のポスターを各課室に配布し、広く周知を行っています。ま

た、献血当日には、メールや省内放送により、献血への理解と協力を呼びかけています。加えて、

献血現場の様子を大臣に視察いただくなど、献血の推進に向けた取組を行っています。 

 

（２）実施状況の公表について 

次世代育成支援対策促進法第１９条第５項に基づき、「職場の子育て応援プログラム」の平成 22

年度の実施状況をホームページで公表します。また、大臣の視察の様子と献血の協力状況などをホ

ームページにおいて公表しています。 

 


